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本案は、厚生労働省としての試案であり、今後、関係審議会の意見を聴

き、関係機関等との調整を行い、①地域の基盤や実施体制の整備に一定

の準備期間を要する項目と、②制度の持続可能性の確保の観点から、でき

る限り速やかに実施すべき項目等に区分して、実施スケジュール等を整理

するものである。 

なお、精神障害固有の問題については、本案に記載するものの他、「精

神保健医療福祉の改革ビジョン（厚生労働省精神保健福祉対策本部 平成

１６年９月）」に基づき、改革を進める。 

また、介護保険制度との関係については、基本的考え方、論点につい

て、別途整理して提示する予定である。 

 



 

Ⅰ 改革の基本的視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 市町

・ 地域

・

・

障害者を支える制度が、国民の信

頼を得て安定的に運営できるよう、

より公平で効率的な制度にする。 

制度の持続可能性の確保 

障害保健福祉の総合化 

年齢や障害種別等に関わりなく、

できるだけ身近なところで必要な

サービスを受けながら暮らせる地

域づくりを進める。 

 

Ⅱ 改

１ 現

１ 市町

２ 効果

３ 公平

 

 

２ 新

１ 障害

２ ライ

３ 良質

 

 

介護保

 

自立支援型 
 保護

 自己

システムへの転換

障害者が、

自立して地

も貢献でき

革の基本的方向 

行の制度的課題を解決する。 

村を中心とするサービス提供体制（市

的・効率的なサービス利用の促進（障

な費用負担と配分の確保（利用者負担

たな障害保健福祉施策体系を構

保健福祉サービス体系の再編（給付体

フステージに応じたサービス提供（雇用

な精神医療の効率的な提供（精神病

険との関係整理（別途整理）
村中心の一元的体制 
福祉の実現 
・ 給付

・ 制度

就労を含めてその人らしく

域で暮らし、地域社会に

る仕組みづくりを進める。 

町村、都道府県、国の役割、ｻｰﾋ

害者相談支援体制、利用決定プ

の見直し、国・都道府県の補助

築する。 

系等の見直し、施設・事業体系

施策と連携した就労支援、極めて

床の機能分化、地域医療体制の
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の重点化・公平化 
の効率化・透明化 
から自立支援へ 

実現・社会貢献 
ﾞｽの計画的な整備等） 
ロセスの透明化等） 

制度の見直し） 

の見直し等） 

重度な障害者対応等） 

整備等） 



 

１ 現行の制度的課題の解決を図る。 

（１）市町村を中心とするサービス提供体制の確立 

 

【基本的考え方】 

 

市町村に提供主体を一元化 国及び都道府県の重層的な支援 
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＜福祉サービス実施主体の現状＞ 
 

 身 体 知 的 障害児 精 神 

在宅 市町村 市町村 市町村 市町村 

施設 市町村 市町村 都道府県等

うち福祉工場 都道府県等 都道府県等  

都道府県等 

 

＜在宅サービスを実際に提供した市町村数（全市町村に占める割合）＞ 
 

      
 身 体 知 的 障害児 精 神 

ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ 

ｻｰﾋﾞｽ 

2,491

(78%)

1,706

(53%)

1,190

(37%)

1,671 

(52%) 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 1,624

(51%)

1,101

(34%)

1,456

(46%)

 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ 967

(30%)

1,643

(51%)

1,583

(50%)

531 

(17%) 

 
 

 

全国的に均衡ある提供体制の確保 

地域福祉の実現 

地域福祉の実現 地域福祉の実現 

 

 

 

 

 

 

※身体、知的、障害児は平成 16年 1月、精神は平成 16年 3月のデータ 

 

 

 

 



【具体的な内容】 
 

１） 福祉サービスの提供に関する事務の市町村移譲と国・都道府県による支援体制の確立 

国

都
道
府
県

○　都道府県内のサービス提供体制の計画的整備

　　→都道府県障害保健福祉計画の策定

○　広域的・専門的な支援

　　→障害保健福祉圏域等の広域的な住居支援、精神科救急体制整備等

○　財政的な支援等　→市町村間の格差調整、人材育成等

市
町
村

○　福祉サービスを一元的に実施（自ら支給を決定）

　（都道府県から事務移譲）

　　精神障害者社会復帰施設に関する事務

　　福祉工場（身体・知的）に関する事務

　　障害児施設の措置事務

○　ニーズを把握し計画的にサービスを提供（事業者を活用）

　　→市町村障害保健福祉計画の策定

○　全国的な障害保健福祉サービスの向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　→制度の枠組み整備、障害保健福祉基本指針・障害保健福祉プランの策定

○　財政的な支援等　→都道府県間の格差調整、人材育成支援等

広域連合
の活用

 
※ 障害児については、被虐待等の要保護性を有する者に係る実施主体の問題があり、概ね５年後の施行を目途に３年以内に結論を得る。 

 

２） 障害保健福祉サービスの計画的な整備手法の導入 

　国（障害保健福祉サービスの基盤整備に関する基本指針）

　都道府県（都道府県障害保健福祉計画）

　　　　　市町村（市町村障害保健福祉計画）

・　市町村のニーズの集約→都道府県内の障害者の状況とニーズの把握
　　（都道府県内のサービス格差の是正）
・　必要なサービス提供体制の確保のための方策
・　障害者の相談支援を担当する人材の養成研修の実施計画
・　精神障害者の退院促進のための実施計画
・　精神科救急体制の整備計画

・　都道府県及び市町村の指針の提示

・　市町村内の障害者の状況とニーズの把握
・　各年度に確保すべきサービスの量の目標の設定
・　サービスの見込み量確保のための方策

　　国の障害保健福祉プラン

障害者の地域生活支援を進める観点からの市町村障害保健福祉計画の調整

※　市町村と都道府県の計画は、障害者基本法に基づく障害者計画と一体のものとして策定。  
                       

このほか、次のような取り組みを進める。 

○ 報酬請求事務等の電算化、外部化などの障害種別を超えた効果的・効率的な事務執行体制の整備の取り組み

○ 「精神分裂病」の「統合失調症」への名称変更などの障害等に対する国民の正しい理解を深める国の取り組み 
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（２）効果的・効率的なサービス利用の促進 

【基本的考え方】 

 
制度に対する信頼性が揺らいでいる 

極めて脆弱な制度を

管理維持する仕組み 
必要なサービスを受け

られなかった者への

サービス提供の確保 

居宅支援関係

費用の急増 

 
 
 
 
 
 
 

限られた社会資源の中で、障害者のニーズや適性にあったサービスを、 

① より効果的・効率的に、②より公平で透明なプロセスで提供する。 

制度を維持管理する仕組みの確立
 客観的・合理的な基準、手続き 

に基づく運営 

制度に対する信頼性の向上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

人 数  7 7 千 円 ⇒ 8 3 千 円 （ ＋ 8 %）

平 成 1 5 年 4 月 分 事 業 費  

6 . 0 億 円  

人 数  

2 7 千 人 ⇒ 4 1 千 人 （ ＋ 5 0 % ）

平 成 1 6 年 3 月 分 事 業 費  

1 2 . 3 億 円 （ ＋ 1 0 5 %）  

2 2 千 円 ⇒ 3 0 千 円 （ ＋ 3 6％ ）  

平 成 1 5 年 4 月 分 事 業 費  

3 . 2 億 円  

人 数  

1 4 千 人 ⇒ 2 6 千 人 （ ＋ 8 6 %）  

平 成 1 6 年 3 月 分 事 業 費  

9 . 7 億 円 （ ＋ 2 0 3 %）  

2 2 千 円 ⇒ 3 7 千 円 （ ＋ 6 3％ ）

平 成 1 5 年 4 月 分 事 業 費  

4 4 . 0 億 円  

平 成 1 6 年 3 月 分 事 業 費  

6 1 . 0 億 円 （ ＋ 3 9 %）  

知 的 障 害 者  

障  害  児  

精 神 障 害 者  

平 成 1 6 年 3 月 分 事 業 費  

2 . 5 億 円 （ ＋ 6 8 %）  

人 数  

平 成 1 5 年 4 月 分 事 業 費  

1 . 5 億 円  

一 人 当 た り  
金 額  

一 人 当 た り  
金 額  

一 人 当 た り  
金 額  

一 人 当 た り  
金 額  

5 7 千 人 ⇒ 7 3 千 人 （ ＋ 2 8 %）

 

＜ホームヘルプサービスの増額の内訳＞ 
 
身 体 障 害 者 

21 千円⇒24 千円（＋14％）          7 千人⇒10 千人（＋47%）
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【具体的な内容】 
 

１） 市町村を基礎とした重層的な障害者相談支援体制の確立とケアマネジメント制度の

導入 
   

○　相談支援事業については、施設整備等を伴わないものを念頭に、各法律に位置付け、都道府
　県、市町村が委託できるような法的整理を行う。（中立性に配慮）
○　相談支援の内容等は次のようなものとする。
　　・　生活全般のソーシャルワーク等の総合的なもの
　　・　福祉サービス等の利用決定に係るもの（利用計画案の作成）

○　相談支援事業については、施設整備等を伴わないものを念頭に、各法律に位置付け、都道府
　県、市町村が委託できるような法的整理を行う。（中立性に配慮）
○　相談支援の内容等は次のようなものとする。
　　・　生活全般のソーシャルワーク等の総合的なもの
　　・　福祉サービス等の利用決定に係るもの（利用計画案の作成）

《　都道府県（全域）　》
《　都道府県（全域）　》

○　専門判定機関により、障害者の状態の判断等各種相談支援事業者のスーパーバイズを行う。
○　身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの機能再編や職種の
　必置規制の見直し、判定の標準化等を実施する。

○　専門判定機関により、障害者の状態の判断等各種相談支援事業者のスーパーバイズを行う。
○　身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの機能再編や職種の
　必置規制の見直し、判定の標準化等を実施する。

《　都道府県（障害保健福祉圏域）　》
《　都道府県（障害保健福祉圏域）　》

○　市町村単位の相談支援事業者のスーパーバイズ、住宅入居支援等の広域的なサービス提供、
危機介入等の専門性の高い案件への対応等を行う。　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

○　相談支援事業者の中から、圏域の中核となる事業者となるような者に都道府県が委託。

○　市町村単位の相談支援事業者のスーパーバイズ、住宅入居支援等の広域的なサービス提供、
危機介入等の専門性の高い案件への対応等を行う。　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

○　相談支援事業者の中から、圏域の中核となる事業者となるような者に都道府県が委託。

《　市町村（全域）　》
《　市町村（全域）　》

○　市町村単位に相談支援機能（市町村又は民間の相談支援事業者）を確保。
○　実施主体である市町村の委託に基づき、事業者は、ソーシャルワーク的業務等を実施。

○　市町村単位に相談支援機能（市町村又は民間の相談支援事業者）を確保。
○　実施主体である市町村の委託に基づき、事業者は、ソーシャルワーク的業務等を実施。

《　市町村（生活圏域）　》
《　市町村（生活圏域）　》

○　支援を必要とする障害者の把握、プライマリー的な相談、事後的なモニタリング等を中心と
　するコミュニティーワーク機能として位置づける。

○　支援を必要とする障害者の把握、プライマリー的な相談、事後的なモニタリング等を中心と
　するコミュニティーワーク機能として位置づける。

都道府県
の役割

市町村の
役割

 

  

２）利用決定プロセスの透明化 

（自ら申請を行う場合）

・相談支援、情報提供
・ニーズ把握、利用者の状
　況把握
・サービス利用計画案（自　
　立支援計画案）作成
・サービス調整会議の主宰 受付

審査

支給決定

・審査会・都道府県
の専門機関

事業委託

申請代行

サービス利用計画案提出

相談

サービス利用決定手続き

市町村
利用者

＜勘案事項＞
・障害の種類、程度そ
の他の心身の状況
・障害者の介護を行う
者の状況
・サービス利用計画案
等

相談支援事業者

サービス利用へ

 

・自立支援計画の作成
・サービス利用のあっせん・調
　整・契約援助

自立支援計画
作成の依頼※

費
用
の
支
払

※複数のサービスの利用が必要な者、長期入所・入院から地域生活に移行
する者など　計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象。

利用決定後のサービス利用の流れ

市町村利用者

モニタリング

サービス利用
開始

相談支援事業者

 

このほか、次のような取り組みを進める。 

○ 各サービス共通の尺度を開発して客観性のある障害程度区分を設定し、標準的な費用額を設定するなどの

取り組み。 

○ 人材確保と資質の向上の取り組み。  
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（３）公平な費用負担と配分の確保

【基本的考え方】 
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＜障害保健福祉関係の財政構造＞ 

  障害保健福祉部平成 16年度予算総額６，９４２億円（義務的経費５，８７３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

支援費 

３,4７３億 

（619億） 

措置費 

427億 

（25億） 

手 当 

1,203 億 

  

○ 他制度と均衡のとれた 
利用者負担の導入

   

○ 受けたサービス量に応じた負

担と家計に与える影響等を勘

案した一定の負担上限 

 （扶養義務者負担は廃止） 
  

○ 入所施設と地域生活の 
均衡ある負担 

  

○ 負担能力の乏しい者への 
配慮 

  

 

○

国

の

  
○

入所

医療

 

○

機

制度への信頼性の向上 
制度を維持管理する仕組みの確立と客観的・合理的な基準、手続きに基づく運営 

 

制度の公平性と持続可能性の確保 
利用者の公平な負担と財政責任の確立 

※１ 上図には公共投資関係は含まれていない。また、（  ）内の

※２ 施設訓練等支援費に係る医療費は、医療費ではなく支援費
国・都道府県の補助制

度の見直し 

利用者負担の見直し
億円、裁量的経費１，０６０億円、公共投資関係９億円） 

   

 

 

 

 

その他 

570億 

(274億) 

医療費 

1,040億 

（１８億） 

精神福祉 

210億 

（124億） 

 他制度と均衡のとれた 
、都道府県の財政責任 
確立

 配分の重点の変更 
サービス中心 

→ 自立支援サービス中心 

費負担の軽減措置 

→ 地域福祉サービス確保 

 地域間格差を調整する 

能の付与 

数値は裁量的経費の額を示している。 

で整理している。 



１） 福祉サービスに係る応益的な負担の導入 

○ サービスの量に応じて負担が変わる応益的な負担を導入。扶養義務者の負担は廃止。  

○ 家計に与える影響等を勘案し、一定の負担上限（毎月）を設定。 

○ 負担率、負担上限は、他の同様の制度等を勘案して設定（経過措置も検討）。 

○ 負担能力の乏しい者については低い負担上限額を設定。 

 
負担額 

負担上限 

（月額） 

サービス量 
※ 負担上限の該当の有無は、各サービスに係る負担額の合計で計算する。

応益的負担 

一 般 

負 担 能 力

の乏しい者 

負担上限の軽減措置によっても利用に係る負担をすること

が困難な者については、個別申請に基づき、生計を一にす

る家計の負担能力等を勘案して減額できる仕組みを導入。 

 

２） 地域生活と均衡のとれた入所施設の負担の見直し 

○ 入所施設利用者と地域で生活する場合の費用負担の均衡を図る。 

○ 医療費、食費、日用品費は、原則自己負担。 

○ 個室利用（状態等から必要な者は除く）や施設が生活の場となっている場合には、一定の利用料を負担。 

○ 負担能力の乏しい者に係る食費、施設利用料については、他制度との均衡を図りつつ別途配慮措置を検討。 

 
  入所施設の負担の状況 

直接サービス費

（人件費等） 

生活費 
食費 
日用品費 等 

医療費（自己負担分） 

 
 
支援費 
一人平均 
312千円 
   ／月 

 
 
支援費 
一人平均 
325千円 
／月 

 
 

補助 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 経費の内訳 

自己負担 ※１ 公費補助 自己負担 ※２ 

応能負

担 
 
実効負

担率 
9.1% 
 
一 人 
平均 31
千円 
／月 

応能 
負担 
 
実効負

担率 
9.9% 
 
一 人 
平均 37
千円 
／月 

実費負担 （日用品） 

 

自己負担 

※ １ 一部を更生医療でカバー 
※ ２ 一部を通院公費でカバー 

居住費 

見直しの方向性 

１）と同様の応益負

担の仕組みとする。

個室利用・長期入所者等は

施設利用料負担 
食費・日用品費は自己負担

原則自己負担 

※負担能力が乏しい者の食

費・施設利用料については配慮

措置を検討。 
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３） 障害に係る公費負担医療の対象の見直し 

精神障害者通院公費、更生医療及び育成医療について、医療保険制度を補完する仕組みとして、 

○ 給付対象者を、①負担能力の乏しい者、②重度で継続して医療費負担の発生する者等に重点化。 

○ 障害者福祉サービスや医療保険制度等と均衡のとれた応益的な負担と負担上限を導入。 

○ 入院患者の食費は原則自己負担とし、負担能力のない者については、配慮措置を検討。 

○ 精神障害者通院公費については、他制度と同様に指定医療機関制度を導入。 

障害に係る公費負担医療の給付対象者のイメージ（見直し後）

①　経済的理由から、十分な治療を受けずに障害が固定化するおそれのあるグループ　（継続）

②　重度で継続的に医療費負担が毎月発生し、家計に対し大きな影響を与えるグループ（継続）　

③　一定所得以上の者については、医療保険による対応とすることとし、給付の対象外

④　その他の者については、これまでの給付実績を踏まえ、受診開始から一定期間給付の対象

　※　医療費の大きさにより、実際に給付されない場合あり

①　経済的理由から、十分な治療を受けずに障害が固定化するおそれのあるグループ　（継続）

②　重度で継続的に医療費負担が毎月発生し、家計に対し大きな影響を与えるグループ（継続）　

③　一定所得以上の者については、医療保険による対応とすることとし、給付の対象外

④　その他の者については、これまでの給付実績を踏まえ、受診開始から一定期間給付の対象

　※　医療費の大きさにより、実際に給付されない場合あり

①一定
　所得以下

④その他の者

②重度かつ継続

③　一定
所得以上

所得

 

障害に係る公費負担医療の利用者負担のイメージ（見直し後）

①の負担
上限

②の負担
上限

医療保険の
負担上限

負担額 医療保険
の負担率

医療費

①

一定率

④

②

③

①　一定所得以下のグループ（継続）

②　重度かつ継続のグループ（継続）

③　一定所得以上のグループ（給付対象外）

④　その他の者のグループ　（給付を一定期間に限定）

（医療保険給付）
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４） 国・都道府県の補助制度の見直し 

利用者負担の見直しや制度を維持管理する仕組みの強化等と併せて、 

○ 国・都道府県の補助制度を義務として支弁する仕組みに改め、利用状況に応じて一律に支払う分（障害区分

別に設定する標準的な費用に利用者数を乗じた額の一定割合を上限）と、均衡のとれた整備を促していくため

に使用する分（調整交付金）で構成。 

○ 都道府県負担は、障害種別､実施主体､サービスの種類等に関わらず、統一する。 

 

   障害福祉サービスの負担構造 

県 1 / 4
町 村 1/ 4

県 1 / 4 県 1 / 4
市 1 / 4 町 村 1 / 4

県 1 / 4 県 1 / 4
市 1 / 4 町 村 1 / 4

更 生 施 設 等

福 祉 工 場

社 会 復 帰 施 設
県 1 / 2

市 1 / 2

国 1 / 2

国

都 道 府 県

市 町 村

現 行

支 援 費 等

（　居 　 　宅 　 ） （ 　施 　 　設 　 ）

国 1 / 2

県 1 / 2

国 1 / 2国 1 / 2

市 1 / 2

国 1 / 2

市 1 / 2

県 1 / 2

国 1 / 2

県 1 / 2

国 1 / 2

市 1 / 2 町 村 1/ 2

国 1 / 2

国 1 / 2

国 1 / 2

国 1 / 2 国 1 / 2

市 1 / 2
国 1 / 2

国 1 / 2
精 神

見 直 し 後
（案 ）

国 1 / 2

市 1 / 2

国 1 / 2

(  一 元 化  )

政 令 市 ・中 核 市 市 町 村

政 令 市 市 町 村

政 令 市 ・中 核 市 市 町 村
（福 祉 事 務 所 あ り ）

町 村
（福 祉 事 務 所 な し ）

（参 考 ）介 護 保 険

政 令 市 ・中 核 市 市 町 村

市 町 村

調 整 交 付
金

一 律 支 弁

保 険 料
１／ ２

国 １／ ４

県 １／ ８

市 １／ ８

政 令 市

 
  

交　付 交　付

Ａ都道府県 Ｂ都道府県

Ａ市町村 Ｂ市町村 Ｃ市町村 Ｄ市町村 Ｅ市町村 Ｆ市町村

国から都道府県への交付金

都道府県間の以下の格差を是正

都道府県から市町村への交付金

市町村間の以下の格差を是正

重度障害者の割合

サービス水準の格差

国の調整交付金

都道府県の調整交付金

重度障害者の割合

サービス水準の格差

調　　整　 　交　　付　　金　　に　　よ　　る　　調　　整

国

交　付

交　付

交　付

交　付 交　付交　付
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２ 新たな障害保健福祉施策体系の構築 

（１）障害保健福祉サービス体系の再編

【政策目標】 

 

（障  

給付体系等の見直し 
○ 障害者介護給付 

○ 障害者自立支援給付 

○ 障害者地域生活支援事

 

 
○ 既存の施設や事業が、ニーズに必ずしも適合した体系となっていないこと等から、結果的 

にいわゆる通過施設等において障害程度や適性に関係なく「滞留」が常態化 

○ 重度の高次脳機能障害等のいわゆる「障害種別の狭間」の問題も顕在化 

現行システムは本来果たすべき機能を十分果たしていない  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

障害者のライフステージに

 

 

 

 

＜就労支援で成功している授産施

 

 
    

1 0 0 . 0 %

0 .0 %   

1 0 .0 %   

2 0 .0 %   

3 0 .0 %   

4 0 .0 %   

5 0 .0 %   

6 0 .0 %   

7 0 .0 %   

8 0 .0 %   

9 0 .0 %   

1 0 0 .0 %   

Ａ 通 所 授 産 施 設 Ｂ 通
総合的な自立支援システムを構築 
害関係制度の政策効果・効率性の向上）
施設・事業体系等の見直し 
○ 通所、入所施設等の再編 

○ 居住支援サービスの再編 

○ 権利擁護の推進とサービスの質

の評価

報酬体系等の見直し

業 

応じ、ニーズや適性を踏まえ、個別に自立支援する。

設の退所状況＞ 

退所者のうち就職を理由に退所する割合 

6 5 . 0 %
6 1 . 5 %

6 8 . 4 %

1 5 . 2 %

所 授 産 施 設 Ｃ通 所 授 産 施 設 Ｄ通 所 授 産 施 設 全 国 平 均 (1 2 ')

（ ７ ． １％ ）  

11

退 所 率 　 　 　 （ ５ ４ ． ８％ ） 　 　 　 　 　 　 　 （ ４ １ ． ７％ ） 　 　 　 　 　 （ ５ ９ ． １％ ） 　 　 　 　 　 （ ４ １ ． ３％ ） 　 　 　 　 　 　

【資料出所】  厚生労働省障害保健福祉部調べ              

全国平均は、社会福祉施設等調査（平成１２年） 
 



【具体的な内容】 
  

１） 総合的な自立支援システムの構築 

　障　害　者　　障　害　者　

都道府県都道府県

市 町 村市 町 村

人材育成事業 広域支援事業広域支援事業

【基 本 事 業】

障害者介護給付 障害者自立支援給付

・訪問介護
・通所介護
・短期入所
・重度障害者包括 ｻｰﾋﾞｽ
・ケア付き居住支援

・自立訓練（機能、生活）
・就労移行支援
・要支援障害者雇用
・居住支援（上記付随）
・補装具

【基本事業】
・地域相談支援事業
・移動支援事業
・ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業
・居住支援事業
・日常生活用具給付事業

【選択事業】
・介護型事業
・自立支援型事業等

支援

地域生活支援事業

新しい給付等の体系（総合的な自立支援システム）

 
 

２） 障害者の施設、事業体系や設置者、事業者要件の見直し  

＜見直しの方針＞ 
○ 「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題への対応するため、自立訓練や就労移行支援

等の地域生活への移行へ資する機能を強化するための事業を実施する。 
○ 入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の乖離を解消するため、サービス体系を

機能に着目して再編し、効果的・効率的にサービスが提供できる体系を確立する。 
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身 体 障 害 者 療 護 施 設 

更 生 施 設 （ 身 体 ・ 知 的 ）

要 支 援 障 害 者 雇 用 事 業 

就労移行支援事業（通過型） 

生 活 福 祉 事 業 

自 立 訓 練 事 業 （ 通 過 型 ） 

生 活 療 養 事 業（※１） 

※２ 障害者支援施設はいずれも第１種社会福祉事業。 

（ 生活維持・向上、福祉型 ） 

（ 就 労 移 行 支 援 ） 

（ 就 労 継 続 支 援 ） 

（ 生活維持・向上、医療型 ） 

住まいの場 
日中活動の場 

以下から一ないし複数の事業を選択 

授産施設（身体・知的・精神）

 
 
 
障害者支援施設（※２）

 

又は 

 
居住支援サービス 

（ケアホーム、グループホ

ーム、福祉ホームの機能） 
精 神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設

小規模授産施設（身体・知的・精神） 

福 祉 工 場 （身 体 ・知 的 ・ 精 神 ）

障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 

概
ね
５
年
程
度
か
け
て
新
体
系
へ
移
行 

精神障害者地域生活支援センター 
（ デ イ サ ー ビ ス 部 分 ）

重 症 心 身 障 害 児 施 設 
（ 年 齢 超 過 児 ） 

進 行性筋萎縮症療養等給付事業 

※１ 医療施設において実施。 

（ 機能訓練・生活訓練 ） 

デ イ サ ー ビ ス 事 業 
（ 地域生活支援事業 ） 

 

＜現 行＞ ＜見直し＞ 



 

多 機 能 型 の イ メ ー ジ

○　人口規模の小さい市町村等での対応のため、地域特性を踏まえた柔軟な運営が可能となるよう、複数　
　　の機能のサービスを実施する多機能型を認める。

○　サービスの質の確保の観点から、タイプ別に最低のユニット（定員）の基準を設けるとともに、共通のカリ
　　キュラムを除き、原則としてユニット単位でサービスを提供。

・常時保護を要する重度の障害者

・地域生活へ移行するために訓練が　

　必要な者

・適切な訓練により一般企業等への就

　労移行が可能な者

同
一
の
施
設
に
混
在
し
て
い
る

自立訓練事業（１ユニットあたりy人）
職員配置　○：１

必要な設備等

・炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備

・面接室

自立訓練事業（１ユニットあたりy人）
職員配置　○：１

必要な設備等

・炊事、洗濯、掃除等日常生活を送るために必要な設備

・面接室

就労移行支援事業（１ユニットあたりz人）※

必要な設備等

・作業場　　　　　　　　・休憩室等

職員配置　△：１

生活福祉事業（１ユニットあたりx人）

必要な設備等

・作業場　　　　　　　　・休憩室等

職員配置　□：１

生活福祉事業（１ユニットあたりx人）

必要な設備等

・作業場　　　　　　　　・休憩室等

職員配置　□：１

※利用者を就労へ移行させた実績等を要件とする。

多機能型既存施設
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障害者支援施設の報酬体系のイメージ

日中活動面の評価

夜間介護面の評価

居住面の評価

○生活療養事業
○生活福祉事業

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

障害程度に応じた評価

障害程度に応じた評価

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

障害程度に応じた評価

○自立訓練事業
　（機能訓練、生活訓練）

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

障害程度に応じた評価

　　　
　　

　　
　　
　　　　　

　

労働能力に応じた評価

○要支援障害者雇用事業
○就労移行支援事業

種　類

報酬体系

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

は、介護給付

は、自立支援給付

個
々
の
施
設

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

　　
　　
　

　　　
　　　　　　

　

障害程度に応じた評価

ご
と
に
評
価

個
々
の
施
設

ご
と
に
評
価

（※）

（※）

（※） 夜間介護面の評価や居住面の評価は就労移行支援事業のみ

 



居住支援サービスの再編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家主・障害者とも安心して入居できる環境→地域生活の場（住まい）の確保
・障害者の地域生活の支援→施設から在宅への流れの促進
※地域支援事業の基本事業と位置づけ、障害保健福祉圏域ごとの相談支援事業者が実施。

 

必要に応じて連携※

地域生活支援事業者の依頼を受けて　

重度障害者については、２４時間体制

でサービスを提供

２４時間
いつでも相談※

あっせん等

あっせん依頼
不動産業者不動産業者

家主等家主等

賃貸住宅等に入居する
障害者

賃貸住宅等に入居する
障害者

相談支援事業者
（障害保健福祉圏域）

相談支援事業者
（障害保健福祉圏域）

医療機関

障害者支援施設等

医療機関

障害者支援施設等
 
 

このほか、次のような取り組みを進める。 

○ 障害者の権利擁護を推進する体制や障害者施設、事業に係る第三者評価の仕組みを計画的に進める。  

○ 精神障害者社会復帰施設、福祉工場（身体、知的）の報酬体系について、現行の施設単位の支払方式から

個人単位の支払方式に見直す。 

居住サポート事業のイメージ 

軽度

重度

グループホーム 
 世話人１人 
  知的はヘルパー利用可 
  精神はヘルパー不可 

通勤寮（知的）  
生活訓練施設（精神） 
１カ所２０名程度 

ケアホーム（共同生活介護） 
○介護を要する知的障害者・精神障害者 
○平日の日中は外部の各種事業等を活用 
○入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活

上の世話を提供 
○日中活動を含めた生活プログラムを策定 

グループホーム（共同生活援助） 
○就労又は自立訓練、就労移行支援等を受け

ている知的障害者・精神障害者 
○食事提供その他の日常生活上の世話を提供 

福祉ホーム（住居提供） 

居住サポート事業 
（障害保健福祉圏域ごとに体制確保） 

個
別
給
付 

支
援
事
業

地
域
生
活 

福祉ホーム 
 身体 
 知的 
 精神（Ａ型、Ｂ型） 
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（２）ライフステージに応じたサービス提供 

 １） 雇用施策と連携のとれたプログラムに基づく就労支援の実施 

○ 既存の授産施設、更生施設等を、就労移行支援事業、要支援障害者雇用事業等に再編。 

○ 雇用施策との連携を強化することにより、障害者の意欲と能力に応じて職業生活を設計・選択できるような支援

体制を確立。 

 

委託
相談支援事業者市町村市町村

就労支援に係るサービスマネジメント体制

ハローワークハローワーク

・各障害者の進路等
への助言、指導

　　　　　構成員
・ハローワーク
・市町村
（相談支援事業者）
・職業訓練校
・養護学校
・就労移行支援事業者
　　　　　　　　　　　等

　　　　　構成員
・市町村
（相談支援事業者）
・自立訓練事業者
・養護学校
　　　　　　　　　　等

サービス調整会議

障害者に応じた進路先・支援の選択

養護学校新卒者離職者等

地域障害者就労支援チーム 連携

施設退所者

今後の進路先・支援の相談

委託
相談支援事業者市町村市町村

就労支援に係るサービスマネジメント体制

ハローワークハローワーク

・各障害者の進路等
への助言、指導

　　　　　構成員
・ハローワーク
・市町村
（相談支援事業者）
・職業訓練校
・養護学校
・就労移行支援事業者
　　　　　　　　　　　等

　　　　　構成員
・市町村
（相談支援事業者）
・自立訓練事業者
・養護学校
　　　　　　　　　　等

サービス調整会議

障害者に応じた進路先・支援の選択

養護学校新卒者離職者等

地域障害者就労支援チーム 連携

施設退所者

今後の進路先・支援の相談

 
 

就労移行支援事業のイメージ

就労移行支援事業者

作業を活動を通して就職に
向けた訓練を実施。

○職業準備訓練の実施
　（例）
　・基礎体力をつける。
　・対人関係を築く。
　・仕事の責任を理解する。
○施設外授産
○体験実習

企業と利用者を
つなぐことにより
就職に結びつけ
る。

○職場開拓等の
　実施
○適性にあった　
　職場探しの援助

就職後の支援により
職場定着を図る。

○就職した障害者へ
　の助言、相談
○就職後の事業所　
　への助言、相談

作業訓練機能 マッチング機能
企
業
等
で
の
就
労
へ
の
円
滑
な
移
行

企
業
等
で
の
就
労
へ
の
円
滑
な
移
行

就
職
を
目
指
す
障
害
者

就
職
を
目
指
す
障
害
者

個別の支援プログラムに基づき、段階に応じて支援

※　障害者就業・生活支援センターを併設することにより、より効果的な支援を実施

・障害者ごとに支援計画を作成し、それに基づき、企業等での就労を目指した訓練を実施。
・有期限のプログラムを組み、作業訓練から就職活動まで一貫した支援を行うことにより、就労へ結びつけ　
　るととともに、就職後も引き続き支援を行うことにより、定着を図る。

就労移行支援事業のイメージ

就労移行支援事業者

作業を活動を通して就職に
向けた訓練を実施。

○職業準備訓練の実施
　（例）
　・基礎体力をつける。
　・対人関係を築く。
　・仕事の責任を理解する。
○施設外授産
○体験実習

企業と利用者を
つなぐことにより
就職に結びつけ
る。

○職場開拓等の
　実施
○適性にあった　
　職場探しの援助

就職後の支援により
職場定着を図る。

○就職した障害者へ
　の助言、相談
○就職後の事業所　
　への助言、相談

作業訓練機能 マッチング機能
企
業
等
で
の
就
労
へ
の
円
滑
な
移
行

企
業
等
で
の
就
労
へ
の
円
滑
な
移
行

就
職
を
目
指
す
障
害
者

就
職
を
目
指
す
障
害
者

個別の支援プログラムに基づき、段階に応じて支援

※　障害者就業・生活支援センターを併設することにより、より効果的な支援を実施

・障害者ごとに支援計画を作成し、それに基づき、企業等での就労を目指した訓練を実施。
・有期限のプログラムを組み、作業訓練から就職活動まで一貫した支援を行うことにより、就労へ結びつけ　
　るととともに、就職後も引き続き支援を行うことにより、定着を図る。
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２） 極めて重度の障害者に対するサービスの確保 

＜基本的な考え方＞
○一定の要件を満たす者が、自立支援計画に基づき、複数のサービスを適切に確保する仕組み （必要な　
　サービス提供事業者の確保・調整等を利用者が行わなくとも事業者によって行われる仕組み ）。
○緊急のニーズに際して、その都度、支給決定を経ることなく臨機応変に対応が可能となる。
○サービスの種類や量にかかわらず、一定額の報酬を支払う仕組みとし、各種サービスの単価の設定や　
　利用サービスの種類や量を自由に設定できる仕組みとする。  
＜対象者のイメージ＞

　身体：ＡＬＳ等の極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

　知的：強度行動障害のある極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者

　精神：極めて重度の障害者であって専門機関が判定した者  

重
度
障
害
者

重
度
障
害
者

重
度
障
害
者

市
町
村

市
町
村

市
町
村

②申請

④サービス提供

一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調　
　整等）

②24時間の連絡・対応体制
③必要なサービスを十分提供できる体制

　（単独提供型）

　　自ら必要なサービスを提供できる

　（チーム提供型）

　　必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
　　を組んで提供できる

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調　
　整等）

②24時間の連絡・対応体制
③必要なサービスを十分提供できる体制

　（単独提供型）

　　自ら必要なサービスを提供できる

　（チーム提供型）

　　必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
　　を組んで提供できる

訪問介護訪問介護訪問介護 短期入所短期入所短期入所

単独又はチームを組んで提供

通所介護
（生活療養事業等）

通所介護通所介護
（生活療養事業等）（生活療養事業等）

③利用決定

⑤包括報酬
　　の支払い

①相談・サービ
　スプラン作成

医
療
機
関

医
療
機
関

医
療
機
関

必
要
に
応
じ
て
連
携

※相談支援事業者が行うことも想定

相
談
支
援

事
業
者

相
談
支
援

相
談
支
援

事
業
者

事
業
者

ケアホームケアホームケアホーム

重
度
障
害
者

重
度
障
害
者

重
度
障
害
者

市
町
村

市
町
村

市
町
村

②申請

④サービス提供

一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※一定の要件を満たす事業者※

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調　
　整等）

②24時間の連絡・対応体制
③必要なサービスを十分提供できる体制

　（単独提供型）

　　自ら必要なサービスを提供できる

　（チーム提供型）

　　必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
　　を組んで提供できる

①ケアマネジメント機能（複数の事業者のサービスの調　
　整等）

②24時間の連絡・対応体制
③必要なサービスを十分提供できる体制

　（単独提供型）

　　自ら必要なサービスを提供できる

　（チーム提供型）

　　必要なサービスを提供できる複数の事業者とチーム
　　を組んで提供できる

訪問介護訪問介護訪問介護 短期入所短期入所短期入所

単独又はチームを組んで提供

通所介護
（生活療養事業等）

通所介護通所介護
（生活療養事業等）（生活療養事業等）

③利用決定

⑤包括報酬
　　の支払い

①相談・サービ
　スプラン作成

医
療
機
関

医
療
機
関

医
療
機
関

必
要
に
応
じ
て
連
携

※相談支援事業者が行うことも想定

相
談
支
援

事
業
者

相
談
支
援

相
談
支
援

事
業
者

事
業
者

ケアホームケアホームケアホーム

 
 

３） 障害児施設、事業のサービス体系の見直し（概ね５年後施行を目途に３年以内に結論） 

 

 

 

＜見直しの方針＞ 
○ 措置権については、原則として都道府県から市町村に移譲し、大人の障害者と同様の制度に改める。

（※ 被虐待等の要保護性を有する障害児への入所について、現在、国会に法案が提出されている児童

虐待防止対策を含む。児童福祉法改正の動向を踏まえた上で、概ね５年後の施行を目途に３年間

以内に結論を得る。） 

○ さまざまな年齢や障害程度の異なる児童が混在するなど、本来の施設の機能と入所児の実態の乖離

を解消するため、サービス体系を機能に着目して再編し、効果的・効率的にサービスが提供できる

体系を確立する。（措置権移譲と同時期に着手） 
○ 教育と連携を図りつつ「発達支援・育児支援システム」を体系的に整備していくため、親の障害受

容を促すための事業や適切な発達を確保していくための事業を実施する。  

〈現 行〉                       〈見直し後〉 
 

肢 体 不 自 由 児 施 設  

重 症 心 身 障 害 児 施 設  

 
 
 
 
 

障害児支援施設（※２）

 

養 護 事 業  

機 能 訓 練 事 業 （ 通 過 型 ）  

子 育 て 支 援 事 業 （ 通 過 型 ）  

生 活 療 養 事 業（※１） 
盲 ろ う あ 児 施 設  

知 的 障 害 児 施 設  

自 閉 症 児 施 設  

生 活 福 祉 事 業  

（生活維持・向上、医療型）  

（生活維持・向上、福祉型）  

（リ  ハ  ビ  リ）  

（育  児  支  援）  

（虐  待  対  応）  

住まいの場  

※２  施設は第１種社会福祉事業。  

日中活動の場  

以下から一ないし複数の事業を選択  

概
ね
５
年
程
度
か
け
て
新
体
系
へ
移
行 

※１  医療施設において実施。  障 害 児 デ イ サ ー ビ ス  

知 的 障 害 児 通 園 施 設  

 

 16



（３）良質な精神医療の効率的な提供  

【政策目標】 

 

（  

入

新規入院群への対

○できる限り１年以

○病床の機能分化

○救急等の地域医

 
○ 精神病床には、「受入条件が整えば退院可能な者」が約７万人存在（新規発生群と長期化群

に二分される）。 

○ 都道府県ごとの退院率、病床数（人口比）等については、大きな地域差がある。 

現行の精神医療体制は十分な機能を有していない  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後

 

 

 

 

 

 

＜受入条件が整えば退

0

5
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～
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～
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1
3
.1
0

～
H
1
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0

～
H
1
1
.1
0

～
H
1
0
.1
0

推
計
患
者
数
：
千
人

　　　　平成１１年
　　　　新入院－
　　　　満の者：

 
【資料出所】 患者調
目標値設定による総合的対策を都道府県単位で展開 
概ね１０年で全国３位等の平均値を全都道府県で達成）
院患者の適切な処遇の確保・精神医療の透明性の向上 

応 
内に速やかに退院

（病棟、病室単位）

療体制の整備 

長期入院群への対応 
○本人の病状や意向を重視 

○医療と地域生活支援体制の協働 

○３障害共通の自立支援システム 

１０年間で約７万床相当の病床数の減少を促す。 

院可能な者の推移＞  

～
H
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.1
0

～
H
8
.1
0

～
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0

～
H
6
.1
0

～
H
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0

～
H
4
.1
0

～
H
3
.1
0

～
H
2
.1
0

～
H
1
.1
0

～
S
6
3
.1
0

入院時期

　　　　平成１１年→平成 14年調査の減少（退院）患　
　　　　者数：約 3万 6千 500人（現在の状態で退院して
　　　　いる患者数）

　　　　平成１１年→平成 14年調査の減少（退院）患　
　　　　者数：約 3万 6千 500人（現在の状態で退院して
　　　　いる患者数）

　　　　　平成１１年→平成 14年調査の残留（
　　　　　数：約3万4千300人（入院が長期化
　　　　　患者数）

　　　　　平成１１年→平成 14年調査の残留（
　　　　　数：約3万4千300人（入院が長期化
　　　　　患者数）

→平成14年調査の増加（当該期間の　
退院）患者数：約 3万 4千 300人（１年未　
約 2万 1千 400人）

17
査（平成 11年・平成 14年） 
～
S
6
2
.1
0

～
S
6
1
.1
0

～
S
6
0
.1
0

～
S
5
9
.1
0

～
S
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.1
0

～
S
5
7
.1
0

入院継続）患者
し滞留している
入院継続）患者
し滞留している

平成 11年患者調査

＋

平成14年患者調査

＋

 

 



 

患者の病態に応じた精神病床の機能分化の促進と地域医療体制の整備 

○ 入院患者の早期退院を促進し地域の目標値を達成するため、急性期、社会復帰リハ、重度療養等の機能分

化を促進し、患者の病状等に応じた適切な医療を各病院の病棟・病室（ユニット）単位で柔軟に実施できる体

制を、平成１８年度には実現することを目指す。 

○ 精神科救急について、輪番制など二次医療圏単位での既存体制に加えて、地域ごとの社会資源を活かし

て、中核的なセンター機能を持つ救急医療施設の整備を進める。 

重 度 療 養 群

痴 呆 療 養 群 （介 護 ・医 療 ）

急 性 期
治 療 群 社 会 復 帰

 18

痴 呆 在 宅 ・Ｇ Ｈ
痴 呆 治 療 群

入 院 期 間

患
者
数

社 会 的 入 院 予 備 群

包 括 的 な 地 域 生 活 支 援

適 切 な 人 員 配 置 の
確 保 な ど 、入 院 医 療
の 質 の 向 上

適 切 な 人 員 配 置 の
確 保 な ど 、入 院 医 療
の 質 の 向 上

住 ま い と 生 活 支 援 の メ ニ ュ ー

活 動 の メ ニ ュ ー

　入 院 期 間 1年 未 満 の 退 院 患 　 　
　者 の 自 宅 復 帰 率 は 高 い

住 ま い と 生 活 支 援 の メ ニ ュ ー

活 動 の メ ニ ュ ー

　入 院 期 間 1年 未 満 の 退 院 患 　 　
　者 の 自 宅 復 帰 率 は 高 い

集 中 的 な 社 会 復 帰 リ
ハ ビ リ に よ る 社 会 的 入
院 予 備 群 の 退 院 促 進

集 中 的 な 社 会 復 帰 リ
ハ ビ リ に よ る 社 会 的 入
院 予 備 群 の 退 院 促 進

急 性 期 医 療 （専 門 分 化 ）
の 体 制 整 備 に 伴 う早
期 退 院 の 促 進

急 性 期 医 療 （専 門 分 化 ）
の 体 制 整 備 に 伴 う早
期 退 院 の 促 進

精 神 障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム （福 祉 施 設 ）

地 域 生 活 支 援 の 充 実 （介 護 行 政 と の 連 携 ）

精 神 障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム （福 祉 施 設 ）

地 域 生 活 支 援 の 充 実 （介 護 行 政 と の 連 携 ）

１１

２２
３３

は 、病 棟 ・ユ ニ ッ ト単 位 で 分 化 の 促 進 及 び 評 価 を 進 め て い く 。

１１ ２２ ３３

現 在 の 退 院 曲 線

病 床 の 機 能 分 化 の イ メ ー ジ

重 度 療 養 群

痴 呆 療 養 群 （介 護 ・医 療 ）

急 性 期
治 療 群 社 会 復 帰

痴 呆 在 宅 ・Ｇ Ｈ
痴 呆 治 療 群

入 院 期 間

患
者
数

社 会 的 入 院 予 備 群

包 括 的 な 地 域 生 活 支 援

適 切 な 人 員 配 置 の
確 保 な ど 、入 院 医 療
の 質 の 向 上

適 切 な 人 員 配 置 の
確 保 な ど 、入 院 医 療
の 質 の 向 上

住 ま い と 生 活 支 援 の メ ニ ュ ー

活 動 の メ ニ ュ ー

　入 院 期 間 1年 未 満 の 退 院 患 　 　
　者 の 自 宅 復 帰 率 は 高 い

住 ま い と 生 活 支 援 の メ ニ ュ ー

活 動 の メ ニ ュ ー

　入 院 期 間 1年 未 満 の 退 院 患 　 　
　者 の 自 宅 復 帰 率 は 高 い

集 中 的 な 社 会 復 帰 リ
ハ ビ リ に よ る 社 会 的 入
院 予 備 群 の 退 院 促 進

集 中 的 な 社 会 復 帰 リ
ハ ビ リ に よ る 社 会 的 入
院 予 備 群 の 退 院 促 進

急 性 期 医 療 （専 門 分 化 ）
の 体 制 整 備 に 伴 う早
期 退 院 の 促 進

急 性 期 医 療 （専 門 分 化 ）
の 体 制 整 備 に 伴 う早
期 退 院 の 促 進

精 神 障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム （福 祉 施 設 ）

地 域 生 活 支 援 の 充 実 （介 護 行 政 と の 連 携 ）

精 神 障 害 者 グ ル ー プ ホ ー ム （福 祉 施 設 ）

地 域 生 活 支 援 の 充 実 （介 護 行 政 と の 連 携 ）

１１

２２
３３

は 、病 棟 ・ユ ニ ッ ト単 位 で 分 化 の 促 進 及 び 評 価 を 進 め て い く 。

１１ ２２ ３３１１ ２２ ３３

現 在 の 退 院 曲 線

病 床 の 機 能 分 化 の イ メ ー ジ

 

   
救急医療システムの考え方（案） 

初期救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・休日夜間急患センター

・在宅当番医制

第二次救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・病院群輪番制病院

・共同利用型病院

第三次救急医療施設 （24時間 ）

・高度救命救急センター

・救命救急センター

救急医療情報センター

精神科初期救急医療施設

・精神科病院

・診療所

精神科救急医療施設

・精神科病院群輪番制

・応急入院指定病院等

精神科救急情報センター

一般救急 （既存 ） 精神科救急 （案 ）

精神科救急医療センター
（仮称 ）

初期救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・休日夜間急患センター

・在宅当番医制

第二次救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・病院群輪番制病院

・共同利用型病院

第三次救急医療施設 （24時間 ）

・高度救命救急センター

・救命救急センター

救急医療情報センター

初期救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・休日夜間急患センター

・在宅当番医制

第二次救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・病院群輪番制病院

・共同利用型病院

第三次救急医療施設 （24時間 ）

・高度救命救急センター

・救命救急センター

救急医療情報センター

初期救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・休日夜間急患センター

・在宅当番医制

第二次救急医療施設 （休日 ・夜間 ）

・病院群輪番制病院

・共同利用型病院

第三次救急医療施設 （24時間 ）

・高度救命救急センター

・救命救急センター

救急医療情報センター

精神科初期救急医療施設

・精神科病院

・診療所

精神科救急医療施設

・精神科病院群輪番制

・応急入院指定病院等

精神科救急情報センター

一般救急 （既存 ） 精神科救急 （案 ）

精神科救急医療センター
（仮称 ）

 

 

このほか、次のような取り組みを進める。 

○ 措置入院を受け入れる病棟の看護職員配置を３：１以上にするなどの医療体制の改善を段階的に進める等

の適切な入院処遇の確保。 

○ 国公立病院の機能等に関する評価軸を設けその結果を公表する等、精神医療の透明性の向上を図る。 



Ⅲ 法改正に向けて 

 

【基本的な考え方】 

○ 各障害者共通の自立支援のための給付・サービス体系や利用者負担体系、財政システムの

整備や、各障害別の課題（統合失調症への名称変更など）等に対応するために、次期通常国

会に法案を提出すべく関係機関等と調整を進める。なお、被虐待障害児の措置権の問題等も

ある障害児関係の一部事項については、概ね５年後の施行を目途に、社会保障審議会障害

者部会等で引き続き検討し概ね３年以内に結論を得る。 

○ この場合、福祉サービスに係る共通部分については、障害者施策を総合的に進める視点のほ

か、制度運用の整合性の確保、制度に関わる者の事務負担の軽減、財政の有効活用等の観

点から、現行の各障害別の法律を個別に改正するのではなく新たな共通の法的枠組みを導入

する可能性について検討する。 

○ 各障害に共通の給付・サービス体系等に係る介護保険制度との関係については、年内に結

論を得て、必要な内容を法改正に反映する。 

 

【具体的な法律構成のイメージ】 

 

身 体 知 的 神 障害児 

更生医療 
身体障害者 
更生相談所 
その他 
 

知的障害者 
更生相談所 

その他 
 

統合

名称

精神

精神

ﾀｰ 
その

福祉サービスに係る共通課題 
① 給付等の体系、施設・サービス体

（障害児は概ね５年後の施行を目途

② 上記に係る事業指定、指導監督等

③ 利用者負担の体系、国・都道府県

   ④その他 
 
介護保険との関係 
（保険給付の優先適用範囲） 
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精

失調症への

変更 
通院公費 
保健福祉ｾﾝ

他 

系 
に３年以内に結論を得る） 
の事務執行体制 
の補助制度の仕組み 

育成医療 
その他 


